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─　世の中，少子高齢化が進むと，ややこし
い問題が次から次へと出てきますねぇ。その
一つとして，身寄りのない人が増えて，そん
な人が亡くなったときに遺骨をどう処理する
かということが，社会問題になってますよぉ。
自治体が造った合同墓にでも納骨して，供養
するしかありませんかね（図1，表1参照。『朝
日 新 聞 』2018年9月28日，2019年2月23日
朝刊。以下では『新聞』と略す。図表と記事
は一部改編して使用した）。経済のことで言
えば，身寄りのない人が死後に残した「遺留
金」の扱いが問題になってます。この金額を
日本全国の総額でみると，なんと約11億
4200万円（2016年3月末時点）にもなるそ
うなんです（図2，表2参照。『新聞』2017
年4月13日）。いつかは引き取り手が現れる
んじゃないか，と自治体が保管しているそう
ですよ。保管の手間も金もかかります。
　たとえ，受け継ぐ親族がいても，また違っ
た問題もあります。本心を言えば，受け継ぎ
たくないですが…。認知症です。嫌ですねぇ。
この患者が500万人もいるそうですから。高
齢の親が重い認知症になって，判断能力がな
くなってしまうと，その方が銀行へ預けてい
る定期預金なんかは実の子供でも勝手に解約
できないそうなんですよぉ（補論参照）。も
ちろん，自宅や土地などの不動産も親族が勝
手に売却できません。今日の噺はそんな知識

を，ご提供する内容です。
　定年間近の父親，専業主婦と一人息子の大
学生がいる家族を想定します。金曜日の朝，
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息子の善
ぜん

二
じ

君は10時過ぎに2階からリビン
グへと下りてきます。父親はテーブルで新聞
を広げています。

息子（以後，息）：あれ？　お父さんいたの？　
おは

✓
よう。

父： 「いたの？」はないだろ。今日は先日の
休日出勤の代休だ。今日から3連休だ。
善二。「おはよう」じゃないだろ。10時
を過ぎてるぞ。おそ

✓
よう，だろ。昨

ゆ う べ

夜も
バイトで，遅く帰ってきたようだな。

息： うん，シフトが変わちャッてぇ，終電で
帰ってきたから。

父： おいー，それじゃあ，サラリーマンと変
わらん。なんのために大学へ入学したん
だ。勉強するためだろ？　まるで，サラ
リーマンになる予行演習をするために
通っているようだな。単位は取れている
のか？　大丈夫なのか？

息： 心配ご無用。予定通り取れているし，講
義へは休まずに出席しているから心配し
なくてもいいよ。皆勤賞ものだよ。

父： なに？（笑）痒
かゆい

金
きん

？　風呂で，石鹸を付
けて，よく洗え。

息： …？
父： で，今日，大学は，どうした？　行かな

いのか？
息： 今日，金曜日は講義を入れないことにし

てるんだ。毎日，4コマ，5コマも出て
ると…疲れて…。

父： なに。一日中，暇
ひま

，空いてるのか？
息： うん。
父： （笑）じゃあ，飛行機会社と同じだな。
息： えっ？
父： 全，日空。
息： （しらけて）あ〜あ〜。
父： じゃあ，毎週3連休か？
息： うん。今年だけね。その分，バイトで忙

しいから。
父： う〜ん。

─　お父さんは，思わず，うなってしまいま
す。でも，善二君の生活スタイルは今の大学
生にとって，ごく普通のことなんですよ。高
校を卒業して，すぐにサラリーマンになった
方からすると大学というところは，ほんと羨

図２．遺留金が浮くまで

表２．遺留金額
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ましいテーマパークにしか見えませんけども
…。（笑）各講義，教室がパビリオンで先生
が歌って踊って演技して…。

息： それより母
かあ

さんは？
父： 駅前のスーパーへ買い物に行った。自分

でトーストと牛乳を用意しろ。
息： うん，やるよ。（新聞を広げているのを

見まして）お父さん，新聞，読むの好き
だよねぇ。

父： ああ，好きだ。普段は読む時間がとれな
いから，休みの日くらいはじっくり読み
たいのさ。お前も早く起きて，毎日，新
聞を読みなさい。

息： うちは朝日でしょ。
父： …？　なにをボケてるんだ。
息： （笑）分かったぁ。
父： 先日も大学生が本を読まないという記事

が出ていたぞ。大学生の半数以上が一日
にまったく読書をしない，活字を読まな
いそうだな。

息： スマホから得る情報で十分だよ。
父： そんな要約されたものと，新聞や本の活

字とは深みが違う。もっと活字を読みな
さい。お父さんが若い頃は「本の虫」と
なって，よく読んだものだ。

息： 本の虫？　蜱
だに

ってこと？　変
へん

，身
しん

〜！
父： （怒気を含み）違う。本の虫とはなにか

一つのことに熱中することだ。読書に夢
中になったというたとえだ。

息： んんっ。でぇ，今日の新聞には，なにか
おもしろい記事が出てる？

父： うん。おもしろいってことじゃないけど，
今，遺言に興味があってな。その特集記
事が出ている。

息： 遺言？　お父さん。遺言じゃあ，間に合
わないよ。

父： なに？　なにに間に合わないって？
息： だって，遺言に書いてあることは，お父

さんやお母さんが亡くなってから実行し

なきゃいけないでしょ。
父： そうだ。そのために書き残しておくわけ

だから。
息： 僕は一人っ子だよ。遺言がなくても，お

父さんたちの遺産はすべて僕が受け継ぐ
ことになるでしょ。

父： まあ，そうだけどな。遺言って，どう書
けばいいのか，なにをどこまで書くべき
なのか，書いていいのか，が記事になっ
ているからさぁ。お父さん，結婚が遅かっ
たから，お前が大学を卒業して一人前の
男になるまでは頑張らなきゃ，と思って
いるんだが，今の世の中，なにがあるか
分からんから，そんな心配が心をよぎる
んだよ。

息： （しらっと）心配してくれて，ありがとう。
でも，考えるのであれば，遺言よりも，
認知症になってしまったときが大変だ
よ。

父： （語気強く）おい。嫌なことを言うな。
認知症なんて。

息： お父さん。新聞を読んでたら，よくデー
タが出てるでしょ。今後，高齢化がどん
どん進んで認知症になる人が増えるっ
て。今でも500万人いるそうだから。お
父さんもお母さんも近未来の予備軍だ
よ。

父： （真顔で）そんな嫌なことを聞かせるなっ
て。認知

✓ ✓
って言えば，「物事をはっきり

と認めること」。
息： うん？
父： これに症が付くと，にん・ち・しょう

✓ ✓ ✓
，

といって，なんでもハイハイって認め
ちゃう病気かと思ったら，まったく違っ
てぇ，「判断能力が低下し，日常生活に
支障をきたす病気」の意味になる。これ
なら認知できないしょう（不可能

✓ ✓ ✓
症）っ

て言えばいいんじゃないか（笑）？
息： （気づかないふりをして）古くは痴

ち

呆
ほう

っ
て呼んでたよ。
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父： そんなことは知っている，認めるよ。
息： でぇ，にん・ち，しよう（認知症）って

言いたいのね？
父： （笑）分かったかぁ。お前も賢いな〜。
息： そんな下

へ た く そ

手糞なダジャレなら，すぐ分か
るよ（笑）。

父： （教養をひけらかす目をして）これを「チ
ホ（ボ＝知

ち

謀
ぼう

）ー家の人々」という。
息： あれ，お父さん，教養あるんだね。いつ

から？
父： （しらっと）今日よ。
息： もう，親父ギャグは止めてよー。でも，

認知症になる前に財産の管理と処分の仕
方をはっきりさせておくことがお父さん
にも，僕にとってもいいと思うけど。

父： 遺言じゃ，だめか？
息： うん。さっきも言ったように，それでは

手遅れだよ。
父： じゃあ，どうやってはっきりさせておく

んだ。
息： 成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

って，知ってる？　2000
年の4月から始まったんだけど。

父： ああ，若者が発展途上国へ行って，技術
や農業，教育を指導する…。

息： う〜ん，それは青
せい

年
ねん

海
かい

外
がい

協
きょう

力
りょく

隊
たい

でしょ。
父： 青年が貢献する制度だろ？
息： 違うよ。認知症になった人の財産を管理

し，処分する人を法的に決めておいて，
本人の権利を守る制度だよ。

父： それみろ。こう・けん・にんって，後
うし

ろ
を見

み

る人
ひと

って書くんだろ。きっと若い青
年が年寄りの財産を管理して貢献でもし
ようって…，でも聞いたような，聞かな
いような。詳しいことは知らない。

息： じゃあ，僕が知っている範囲内で教えて
あげるよ。

父： その前に，早くトーストを食べてしまい
なさい。

─　善二君は慌てて，トーストを食べ，牛乳

を飲んでから食器をキッチンへ片づけます。

息： もし
✓ ✓

，お父さんが重い認知症になって，
もし
✓ ✓

自分の名前も生年月日も住所も家族
の名前も正確に答えられないと，銀行に
預けてある定期預金は解約できないん
だ。もし

✓ ✓
，重い認知症になると，介護施

設に入ってもらわなきゃならないし…僕
は面倒みられないから。

父： もし，もし，ってカメじゃないんだから。
暗い，話だな〜。

息： たとえば，の話だから。施設に入るには
お金が必要でしょ。でも，現状では息子
の僕が代わりに解約することもできない
のさ。お父さんの権利を侵害しちゃうか
ら。

父： （寂しそうに）死ぬしかないんだ。そう
すれば，簡単に遺産として相続できる。

息： （笑）そう。でも，すぐには死なないよね。
父： （笑）おい。そんなに早く殺すな。まだ，

孫の顔を見ていない。…お風呂にも一緒
に入って…。（でっれと）孫は可愛い女
の子がいいな〜。

息： 孫の前に自分のことを心配しなきゃ。
父： うん，そうだったな。でも，孫娘を期待

しているぞ（笑）。
息： んんっ。本人が解約できないので，成年

後見制度を利用して，後見人を付けて，
解約することになるんだよ。この制度を
利用する人たちの動機として一番多いの
が，「預貯金などの管理と解約」なんだ。

父： 認知症の人はそんなに預貯金を持ってい
るのか？

息： 個々人の金額は少なくても，認知症にな
る高齢者が増えているから，自ずと合計
の金額も膨らむよ（図3参照。『新聞』
2019年2月7日）。

父： 具体的には？
息： 2017年度末時点で，合計143兆円と推計

されている。2030年には215兆円になる
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見込みだってさ。
父： そっかぁ。（笑）想像の域を遥かに兆，

超えているな。
息： んんっ。じゃあ，説明を続けるよ。この

制度は大きく分けて，法定後見人と任意
後見人の2つがあって（図4参照。『新聞』
2018年5月20日，2019年2月6日 ）， 本
人の判断能力がすでに低下しているとき
は「法定後見」で，まだ十分な判断能力
があるときは「任意後見」を利用するこ
とになるよ。それで法定後見には，判断
能力に応じて，さらに3つに分かれてい
てぇ，一番深刻な成年後見人，次に保佐
人と補助人とがあるんだ。

父： その法定後見を3つに分ける根拠は？

図３．認知症の人が保有する金融資産額の推計

図４．成年後見制度
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息： 認知症の本人がもつ財産の全般を支援す
るか，限定的に支援するかの度合いが違
うみたいだよ。

父： それで成年後見人が最も広い範囲で支援
するってことか？

息： そう。その深刻なケースである「成年後
見人」から説明するね。後見人には一般
的に配偶者や4親等内の親族がなれる
よ。親族でいえば，なりたいっていう人
を決めて，その人が住んでいる市を管轄
する家庭裁判所へ申し立てをする。その
とき住民票，戸籍謄本，医師の診断書，
財産目録及び収支状況報告書などの書類
を提出しなきゃいけない。親族内に適切
な人がいなければ，家庭裁判所の裁判官
が法的な専門家である司法書士や弁護士
を後見人に選任するんだ。

父： たくさん書類が必要なんだな？
息： だって，お父さんの財産を管理したり，

処分する権利を任されるわけだから。そ
れから財産が多いと，裁判所は後見人を
監督する「成年後見監督人」を選任する
ようだね。

父： なぜ，そんな監督人を選ぶんだ？
息： 後見人が制度を十分に理解していなくて，

本人の財産を勝手に私的流用する不正事
件 が 増 え て い て（ 図5参 照。『 新 聞 』
2019年2月15日），後見人にしっかり財
産の管理，処分をさせるために監督する
んだね。なので，後見人は定期的に収支
や財産の状況を監督人に報告しなきゃい
けない。

父： 不正事件数は？
息： ピーク時の2014年には809件，不正金

額の総額は約51億1000万円もあって，
2017年には294件，約14億4000万円だ
よ。減ってはいるけどね。

父： 不正の対象者は？
息： 子供や配偶者などの親族後見人が大半を

占めているけど，司法書士や弁護士たち

も件数と総額でみて3％ほどいるみたい
だね。

父： （笑）ああ，うちの場合は立派でかつ正
直な息子が後見人になってくれるだろう
から，心配しなくてもいいと思うけど，
…親族の中に適切な人がいないとか，親
族間での争いがある場合だと，後見人を
選任するのも大変だろ。

息： そんなときや財産が多いときは，さっき
も言ったように裁判所は親族以外の司法
書士や弁護士のような専門家を後見人と
して選ぶみたいだね。

父： あぁ。そうだったな。でぇ，その判断基
準はなんだ。

息： 裁判官の判断に任されているようだけど，
預金や流動資産が1200万円を超えると
専門家を選任したり，たとえ親族が後見
人になっても，それに監督人が付けられ
るみたいだね。でも，統計によると，親
族が後見人に選ばれる割合は毎年減少し
ているよ。2008年の68.5％から2017年
には26.2％，2018年には23％にまで減っ

図５．成年後見制度の不正件数と被害額
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ているもの。（図6参照。『新聞』2019年
2月10日）

父： そんなに減っているのか？
息： うん。親族のいない単身の高齢者が増え

ているし，親族の不正事件も増えている

からさ。
父： …。
息： （笑）うちはいい息子で良かったね〜，

お父さん。
父： 自分で言うな。後見人はいつでも自由に

財産を処分できるのか？
息： いいや。居住用の不動産を売却するとき

は裁判所の許可が必要だよ。
父： ところで，費用はかからないのか？　裁

判所へ書類を提出したり，監督人を付け
るわけだから…。

息： かかるよ〜（図7参照。『新聞』2019年
2月8日）。

父： （真剣な声で）どれくらい？
息： 親族が後見人になっても，もちろん報酬

はもらえるけど，本人の財産を減らして
しまうので，受け取らない傾向にあるみ
たい。で，弁護士や司法書士らの専門職
の人が後見人や後見監督人として付く
と，財産額に応じて，月額2万円から6
万円くらいの報酬を支払うみたい。

父： けっこう，かかるなあ〜。

図６．親族後見人の推移

図７．成年後見制度を利用するときの主な費用
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息： お金の問題だけじゃなく，本人が手術を
するときなんかも大変だよ。

父： どう？
息： 法務省の見解によると，成年後見制度で

は，後見人には医療行為に対する同意権
はないそうなんだよね（『新聞』2019年
2月20日）。だから，親族以外の人が後
見人になっている場合には医療機関から
判断を求められるみたい。でも，どうす
りゃいいんだろうね。

父： 後見人は，やはり親族になってもらうの
がいいよな。（息子をキッと睨み）悪さ
をしなきゃ（笑）。

息： さっきも言ったように，悪さはしないよ
うー。♪一言文句を言う前に　ホレ親

お や じ

父
さんホレ親父さん　あんたの息子を信じ
なさい　ホレ信じなさい　ホレ信じなさ
い♪

父： やけに古い歌謡曲を知ってるなー。ハッ
ハッハッ。

息： こりゃあ，また失礼しましたー。ガチョ
〜ン。

父： オチまでつけるな（笑）。
息： じゃあ，次に，もう一つの「任意後見人

制度」について説明するよ。これは認知
症などで判断能力が乏しくなる前に本人
が自分で後見人になってくれそうな候補
者と契約を結んでおくんだ。頼りになる
親族がいない人は，専門家と契約してい
るようだよ。

父： 手続き上，さっきの成年後見人とは，ど
う違うんだ。

息： 事前に財産管理などの代理権を委任する
ことや報酬を決めて，公正証書で契約を
結んでおくんだよ。実際の仕事は，本人
の判断能力が乏しくなった後に始める。
この場合も裁判所は「任意後見監督人」
を選任する。だから，専門家を任意後見
人とした場合だと，後見人と監督人の2
人分の報酬を支払う必要がある。

父： また，金がかかるのか〜。
息： 大切なことは，任意後見人は法定後見人

とは違って，契約などの行為への同意権
や，それを事後に取り消す取消権はない
からね。

父： 法定であれ，任意であれ，現状ではどれ
くらい利用されているんだ？

息： 2017年12月末時点でみると（前掲図4
参照。『新聞』2019年2月6日），法定後
見（成年＋保佐＋補助）は合計で20万
7774件，このうち成年後見が16万5211
件（2018年12月時点では，21万8000件）。
任意後見人は2516件だよ。

父： なるほどぉ，圧倒的に成年後見人が多い
な。それほど重い認知症を患っている人
が多いってことか。あ〜ぁ。認知症にな
ると，介護施設へ入る金，後見人や監督
人に払う金と，金ばかりかかるな。

息： ところがぁ，2019年3月18日と4月2日
に，この制度の運用を変えるような判断
が最高裁判所から出されたんだ（『新聞』
2019年3月19日，4月3日）。

父： ほ〜。どんな？
息： 最高裁は「後見人にふさわしい親族など

の身近な支援者がいる場合は，本人の利
益保護の観点から親族を選任することが
望ましい」という考えを各家庭裁判所へ
通知したんだ。あれ〜，お父さん，新聞
に出てたでしょ。

父： （頭を掻きながら）いや〜〜。見過ごし
た〜。アハッハッハッ。

息： 読んでないのでしょ。（真顔で）認めろよ。
父： （おどけて）はい〜。認知します。で，

その通知には，強制力はあるのか？
息： いいや。「後見人の選任は各裁判官が個々

の事案ごとに判断するので，あくまでも
一つの参考資料」となるみたい。

父： 運用は各家庭裁判所が検討するってこと
だな。

息： そうだよ。それから素人考えからすると，
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最高裁は後見人の役割を「財産管理」の
みに限定しているようだけど，これも大
きな問題を残している。

父： ほう〜。どんな問題だい？
息： 後見人は財産の管理や各種の契約の代理

人である前に，認知症患者の日常生活を
サポートする相談員や支援員であるべき
だ，という意見（注1）もある（『新聞』2019
年5月21日）。

父： 財産管理や契約の代理しかしない後見人
には報酬を支払わないという考えにつな
がるな。

息： そう。だから，それとも関連して報酬に
ついても最高裁は見直すよう促している
んだ。

父： ほ〜。どう？
息： 本人の財産から後見人に支払われる報酬

を業務量や難易度に応じた金額にするよ
う家裁に通知したんだ（図8参照。『新聞』
2019年4月3日）。

父： そりゃいい。実態に合わせようとしてる
んだな。最高裁へ座布団3枚！

息： もう一点…。
父： そう，笑点！

息： んんっ。もう一つ，最高裁は考えを出し
ている。

父： なにかな？
息： うん。現状だと，後見人を代えるときは，

不祥事などがあった場合のように，極め
て限定的なんだけど，これを状況の変化
に応じて柔軟に交代させたり，追加選任
できるように改めるよう通知しているん
だ。

父： きっと利用者がメリットを実感できてい
ないのだろ？

息： そう。見知らぬ専門職の人が後見人にな
ることに反発が強いんだね。

父： そりゃあ，そうだろ。財産管理（注2）だけ
をして，本人の生活支援はないまま，高
い報酬を取られるからな。専門職という
看板だけで，弱い者から，金をむしり取っ
ている。ふん。

息： そう，そうなんだよ。親族が後見人にな
りたい，と言っても裁判官が認めてくれ
ないことにはなれないから。

父： 裁判官にも人情が備わっていないとなぁ。
過去の判例ばかりを読んでいても人の心
根は理解できなし，世の中の動きも把握
できんだろ。専門バカとかいうのか？

息： そんな一面もあるかもね。
父： 大岡越前守，遠山の金さん，を見習え！
息： どうやって？
父： 落語を聴くんだ。読むんだ。柳家小三治，

桂米朝。どちらも人間国宝だぞ（笑）。
息： …？
父： （なにかを思い出したように）もし，人

間国宝に怪我を負わせたら…。
息： どうしたの？
父： 傷害罪なのか，器物損壊罪か。う〜ん。

分からん。
息： 噺が，逸れてきちゃったよ。も〜。
父： （しらっと）家裁はどの程度，家族を選

んでいるんだったかな？
息： さっき言ったように，2018年だとわず

図８． 最高裁が家裁に通知した新たな報酬算定
イメージ
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か23％にしかすぎない。
父： それじゃあ，利用する側も不満なわけだ。

どだい，後見人になる親族を支援してあ
げないと，専門的な知識を持っていない
からなぁ。

息： うん。だから，国は2021年度までに全
国の市町村に「中核機関（注3）」を作って，
制度の不理解による不正を防ぐなど対策
を練っているみたいだね（図9参照。『新
聞』2019年2月20日）。

父： 高齢化のスピードが速いから，どこも対
応が大変だ〜。

息： そう。だから，これまでの話で分かった
でしょ。遺言じゃ遅いのさ（笑）。

父： う〜ん。この噺は，そこからスタートし
たんだったな（笑）。

息： お父さん。これら以外にも後見人になれ
る制度があるんだよ。それも市民が。

父： ええっ？　どんな制度だい？
息： 市民後見人って呼ばれてて，自治体が主

催する講習を受けて，適切な人物だと評
価されれば，「後見支援員」として名簿
に登録されて，役所が家庭裁判所へ候補

者として申し立てるのさ。裁判所の面接
や審判を経て選ばれると，実際に活動が
できるそうだよ。でも，個人で活動する
ので，資産が少なくて親族間でのトラブ
ルがない対象者の後見をしてもらってい
るようだね（図10参照。『新聞』2014
年12月21日，2019年2月14日）。

父： どれくらいいるんだ，その市民後見人と
いうのは。

息： 2017年で，全国では289人だよ。まった
くもって少ないけど。

父： でも，そういう制度があること自体はい
いことだな。少子化で，いずれは誰かに
迷惑をかけることになるから，親族だけ
を想定できないもの。

─　そんな話をしているところへ母親が買物
から帰ってきます。

母： あら，ずいぶんと話が弾んでいるようね。
父： うん。いま，俺たちの老後の心配をして

いたんだ。
母： 老後ですかぁ。認知症の患者が増えてま

図９．成年後見制度の利用相談所
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すからねえ。歳なんてとると，嫌なこと
ばかり耳に入ってきますよ。もう〜。

父： （笑）歳をとらずに，顔の皺を取れって。
母： なにを冗談，言ってるのですか。ピンピ

ンコロリと逝
い

きたいけど，いずれわたし
たちも認知症になりますよ。

息： それだよ。認知症になったときに備えて，
財産の管理と処分のことを話してたの
さ。

母： （怖い顔をして）善二，うちにはそんな
大層な財産はありませんよ。あなたの大
学への納付金と，まだ家のローンが残っ
てますから。お父さんは，もうすぐ定年
だし。はっ〜。

父： 財産は少なくても，俺たち夫婦が重い認
知症になって判断能力がなくなると，定
期預金すら解約できないそうだ。それを
できるようにするにはどうすればいい
か。そんな制度があるそうなんだよ。

母： なんですか？　その制度って，まだ死ん
でいないので，遺言じゃないわよね。

息： 成年後見制度だよ。
母： 若者が発展途上国へ出て行って，技術や

農業，教育を指導する…。
父： アハッハッハッ。それは青年海外協力隊

だよ。
息： （笑）んんっ。似たもの夫婦とはよく言っ

たもんだね。ぴったりだー。
父： 重い認知症になったとき，本人に代わっ

て，財産の管理や処分をする人を決める
という制度らしい。ようするに，年寄り
の後を見る人だよ。後見人のことだ。裁
判所に申し立てて，後見人を決めてもら
い，その後見人を監督する人物も選ばれ
るようだ。ギョウサン，金もかかるよう
だけど…。さっきも言ったように定期預
金を解約できないと介護施設に入るのに
困るだろ。自分たちのことで，それも金
で善二には迷惑をかけたくないし。

母： お金？　いくらくらいかかるのですか？
父： たとえば後見人を監督する人へは毎月，

2万から6万円を払うようだ。これは最
低の金額だし。

母： ええーっ！　そんなぁ，家のローンと変
わらない。（慌てたように）それなら，
生命保険の契約時のように銀行も本人の
口座管理人として誰か家族を指定代理請
求人に指定させておいて，その人がス
ムーズに現金を引き出せたり，定期預金
の解約ができるようにしておけばいいの
よ。そうすれば，監督する人にお金を払
わなくてもすむもの。

父： でも，口座を開設するときにそんなこと
を要求されたことも書いたこともない
し，通帳のどこにも記載はないぞ。

母： （むっとして）銀行に確認しなきゃ，分
からないでしょ。

父： （茶化すよう）そだね〜。分からんね〜。
息： （ニッコと笑い）お母さん，それはいい

アイディアだね。
母： お父さんとは違って，ボ〜と生きちゃい

ませんから（笑）。善二もぉ，普通に生
きてんじャねえよ！

図10． 市民後見人になるプロセス（品川区。個人
で担当する場合）
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父： んんっ。いいアイディア。そう思うか？
息： 今日，この噺で一番いいアイディアだよ。

もう，最高！
父： それなら，ここで話していても埒

らち

が明か
ない。近くのナナカマド銀行にもお父さ
んたちの口座を開設しているので，善二，
ちょっと行って訊いてごらん。（笑）善
二は急げ，って言うだろ。

息： えっ？　僕が？　お父さんとお母さんの
どちらかが行けば…。だって，二人の預
金だよ。

父： 詳しいことは話さないで，向学のために
教えてください，と訊けばいいんだ。こ
の噺は，お前が主役だからな。

息： ちぇ。脇役でいいよ〜。
父： ♪一言文句を言う前に…♪
息： 分かったよ〜。じゃあ，行ってくるよ。

─　銀行の窓口にて。父親に詳しく話さなく
てもいい，と言われたのですが，いきなりこ
んな制度ありますか，と訊いても要領を得な
いので，少し事情を話します。窓口の女性行
員は「しばらくお待ちください。担当の者を
呼んでまいります」と引き継いでくれます。

行員（男：五十歳くらい。以後，行）：お待
たせしました（客が若者だったので，びっく
りします）。

─　善二君は仕方なく，また説明を繰り返し
ます。

善： 父や母がこの銀行に口座を持っていまし
て，将来，認知症になると定期預金の解
約をするのも大変だというので，成年後
見制度を考えているようなのですが。

行： （ニコニコと）超高齢化社会ですので，
認知症の高齢者が増えて，その制度を利
用される方も増えているそうですよ。

善： 母が言うには，生命保険なんかで本人が

死亡したときに指定された者が死亡保険
金を受け取れますが，契約時に指定代理
請求人を指定できますよね。

行： はい。できますね。
善： その代理請求人を銀行でも指定できるよ

うな制度ってありましたかね？
行： あります。
善： ええっ！　ありますかぁ。どういう制度

ですかね。
行： はい。ご本人様の入院などに備えて，代

理人指名の仕組みがあります（『新聞』
2019年2月7日）。ご本人の意思に基づ
いて，委任状を書いていただきます。こ
れは親子など2親等以内の家族が対象で
す。判断能力が明瞭なうちに事前に代理
人を選任しておけば，その後に入院され
ても代理人となっている家族が預金の払
い戻しを受けることができます。ただし，
あくまでもご本人の意思確認ができる状
態でなければ委任できません。

善： なるほどぉ。委任状ですね。
行： これ以外に，「信

しん

託
たく

口
ぐち

口座」もありますよ。
（図11参照。『新聞』2018年2月21日）。

善： 信託口口座？
行： はい。一般的には「家族信託」と呼んで

います。これも重い認知症になってし
まって判断能力が衰えると，契約できま
せんが…。

善： もう少し，詳しく説明していただけませ
んか？

行： はい。これは信頼できる方や，ご家族に
財産の管理と処分をする権限を託す制度
でして，契約件数も増えています。

善： どういう手続きが必要ですか。
行： はい。ご家族と契約するケースで説明し

ます。ご家族で話し合って，納得できれ
ば信託契約を交わし契約書を作成しま
す。たとえば，財産を持っている父親と
それを管理や処分する息子さん（受託者）
との間で契約します。お金は信託契約専
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用の「信託口口座」を銀行で開設し，管
理します。不動産は名義を父親から息子
さんに変更する手続きをします。このと
き大切なことは，息子さんは父親の財産
を取得するわけではありません。不動産
であれば，その権利はそのまま父親のも
ので，名義だけが息子さんに移ります。
ですから，不動産を売却しても，その代
金は息子さんのものにはなりません。

善： 親のために預金を引き出したり，不動産
を処分する仕事を任されるってことです
ね。

行： そうです。ですから，もし父親ではなく
て，お母様が認知症になって介護施設へ
入居するのにかかる費用を，そこから捻
出することもできるということです。

善： （笑）なるほどぉ。ところで，口座の開
設や契約書の作成に費用はかかります？

行： はい。かかります。一度きりですが，契
約の費用は資産額にもよりますが…。そ
れから管理・処分を任された息子さんを
見張るといいますかぁ，ために「信託監

督人」を置けば，そこでも報酬を支払う
ことになります。

善： やっぱり，かかるんだあ。モニタリング・
コストですね。

行： （笑）はい。よくご存知ですね。制度を
悪用して自分の生活費等に流用してしま
う受託者もいますから。

善： （笑）なるほどぉ。
行： 成年後見制度との大きな違いは，さっき

もご説明しましたが，ご本人，父親に判
断能力がないと契約できません。それか
ら後見制度ですと，親名義の財産は原則，
親本人のためにしか使えません。が，家
族信託ですと，受託者が管理，処分をし
て別の家族のために使うこともできま
す。

善： はあ，そうでしたね。
行： でも，お若いのに，ご両親のことを，よ

く気にかけていらっしゃいますね（笑）。
善： はい。僕は青年貢献

✓ ✓ ✓ ✓
したいのですよ。

行： …？

─　善二君は自宅へ戻ってきて，ご両親に代
理請求人の制度と家族信託の内容を教えま
す。ご両親がどこまで理解されたかは分かり
ませんが，息子の知識には感心したようです。

父： でも，善二，後見制度について，ずい分
と詳しいな？

息： うん。経済政策論という講義で聴いたば
かりだからさ（笑）。

父： んんっ？　経済？　これは法律系の民法
で勉強することじゃないのか？

息： 法律の講義はルールの適用手続きと判例
の紹介ばかりで…。

父： 教授たちは新しい思考方法や分析手法を
講義しているんじゃないのか？　それが
大学だろ？

息： 判例と六法全書さえあれば，十分すぎる
ほど間に合う講義内容だよ。

図11．家族信託の仕組み
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父： それじゃあ，学問に進歩がないだろが？
息： 法律って，理論もあるんだろうけど，文

献を使った教育しかできないんじゃない
の？　でもね，数理法務という学問も
あって，数学や統計学を使って，ルール
の適用や違法行為の抑止効果を説明する
らしいよ。経済学の担当教授が，そう言っ
てた。

父： 経済学の担当教授が？　それを聴くべき
だろがぁ？　えっ？

息： でも，教える側にその認識と理（科）系
の素養がないと…。

父： ふ〜ん。旧態依然とした文献研究や教育
じゃあ。で，経済学の講義で聴いたのか？

息： そう。たまたま政策論担当の教授がある
経済理論の存在意義を説明するときに補
足したんだよ。新聞記事のスクラップを
使って丁寧に易しく教えてくれたよ。

父： いい教授だな。それでこそ，授業料を払っ
ている価値がある。うん。現実の法的な
問題を…いや，経済問題を平易に解説し
てくれるなんて。でぇ，なに？　その経
済理論って？

息： オーバーラッピング・ゼネレーション（世
代重複）・モデルといって…。

父： んっ？　なんだぁ？　そのラッピングし
過ぎたネグリジェって。

母： （怒った声で）お父さん，なんですかぁ，
ネグリジェなんて。

息： お父さん，おもしろいボケだね（笑）。
つまり，分かり易く言うとぉ。

父： つまり，分かり易く聞くとぉ。
息： （笑）もう，ボケはいいから。親世代の

遺産を子供世代が受け継ぐと，将来，子
供たちの所得が遺産額だけ増えて，その
働き方や消費行動にも影響を与えるで
しょ。そのように個人の行動が世代を重
複して影響を受けたり，与えたりしてい
ることを考えて，政府は税制を変えたり，
社会保障政策を実施しなきゃいけないっ

ていうことさ。その理論をオーバー…。
父： その経済理論と成年後見制度とがどう関

係するんだ？
息： お父さんやお母さんが死んでしまえば，

簡単に相続できて…。
父： おい。そう簡単にお父さんたちを殺すなっ

てぇ〜。まだ，孫娘の顔も見ていない
（笑）。

母： あら，お父さん，孫は女の子を期待して
いるのですか？

父： （でっれと）孫娘と風呂に入るのが唯一
の楽しみでぇ（笑）。

母： フッフッフッ。いつのことになるやら？
息： んんっ。たとえばの話さ。相続だと，そ

の額と相続税がいくらになるかだけが僕
にとって問題だけど，もし，もしもだよ，
二人が認知症になって意思表示ができな
いとなると，さっきから話しているよう
に銀行に持っている預金を息子の僕でも
簡単に引き出せないじゃない。つまり，
経済理論がいうように親世代から子供世
代へ相続がスムーズにいかないこともあ
るってことを教授は強調していたよ。ス
ムーズにいかないわけだから子供世代は
その働き方や消費行動になんらかの影響
を受けるでしょ。

父： なるほどぉ。制度やルールを変更すると
きには，法律家もそれが経済活動に与え
る効果を考えなきゃいけないってことだ
な。変更した後の効果をも考えて変更し
ろと。

息： そう。でも，法律家には，そんな視点が
余りなくて，それをもっぱら経済学者が
研究しているみたいだね。

父： そっかあ。文（科）系だけの能力じゃ，
数量分析はできんはな。理系の素養が必
要だ。

息： そう，みたいだよ。
父： （思案気に，うんうんと頷き）親世代か

ら子供世代への相続っていうと…親の遺
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産で働きもせずに，遊んで食っていけて
る子供がいるよな。パラサイト・シング
ルよりも質

たち

が悪い。確か，プー太郎とか
言ったな？　そんな最悪な事態も想定で
きるな。う〜ん。

母： でも，善二，心配いらないよ。うちには
あんたが遊んで暮せるほど遺産はないか
ら。残念！

父： （しらっと）遺産（胃酸）過多はよろし
くない。フッフッフッ。

母： （笑）胃に穴が開いちゃいますよ。
父： そうなりゃ，どんなに勇

いさ

ん（遺産）でも，
なにも食えない。フッフッフッ。

母： （笑）とんだ見当違い。違
い

算
さん

（遺産）で
した〜。

息： んんっ。母さん，僕，そんな遺産，あて
にしていないからね。むしろ遺されると
後の処理が煩わしいからさ。

父： それで後見人制度に興味があるんだな？
息： まあ〜，そっかな。僕が希望することは，

お父さんたちが認知症になってしまっ
て，判断能力がなくなる前に，なんとか
時間とお金をかけないで僕がすべて受け
継げる手続きをしておいてくれればい
いってことさ（笑）。

父： おい。ちょっと待った！　オーバーラッ
パ・ジェネ？　にしろ，これって年寄り
が若者の資産形成の一部に貢献すること
だな。

息： （笑）ピンポ〜ン。そう理解してもいい
んじゃない〜。

父： じゃあ，成年後見じゃ〜なく，老年貢献
✓ ✓ ✓ ✓

制度，だろ（笑）。

注1．服部勲「成年後見は身上監護を旨とせよ」『朝
日新聞「声」』2019年5月21日参照。

注2．成年後見制度の守備範囲を高齢の生活保護
者へと広げるという考え方もある（大野知行

『朝日新聞「私の視点」』2019年5月28日参照）。

　判断能力の低下した高齢の生活保護者は今
後，増加することが見込まれている。そこで，
生活保護法に定められた保護（医療扶助，生
活扶助，介護扶助）に加えて「後見扶助」を
設定してはどうかという意見である。後見人
が介在することによって，生活保護を巡る不
正受給，医療扶助の適正化，就労支援といっ
た問題の解決にもつながることが期待でき
る。
　その他，次の意見も参照せよ。佐生綾子「保
佐人に自由を奪われた伯母」，古川憲一「成
年後見　公的機関で担っては」，久松康士「法
曹に身上看護を期待されても」，梶藤銀子「「市
民後見人」の育成を急ぐべきだ」『朝日新聞

「声」』2019年6月27日。
注3．厚生労働省は「中核機関」を2021年度まで

に，全1741市区町村に設置することを目標と
している。2018年10月現在，492（28.3％）の
自治体が設置しているにすぎない（『朝日新
聞』2019年5月28日参照）。

補　論
　脱稿後，次の情報を得た（補図参照。『朝
日新聞』2019年6月19日）。2019年7月より，
故人の相続預貯金は遺産分割前でも下ろすこ
とができる（払戻制度）ようになる。これま
で，故人の預貯金は遺産分割の対象になるた
め，口座は凍結されてきた。そのため葬儀代
金の支払いなど不都合が生じ，遺族が困るこ
ともあった。今回の相続法の見直し（約40
年ぶり）により，150万円を上限に使い途を
問わずに引き出すことができるようになる。
被相続人の口座残高の3分の1の範囲内で，
相続人は自らの法定相続分を引き出せる。
　例えば，相続人はAとBの2人，被相続人
の預貯金は600万円とする。Aは3分の1（200
万円）のうち，法定相続分である2分の1の
100万円を引き出せる。Bの同意は不要。複
数の金融機関に口座があれば，別々に計算で



─ 194 ─

北　星　論　集（経） 　第 59 巻　第２号（通巻第 77 号）

きる。
　これまで必要だった遺産分割協議書や相続
人全員の印鑑証明書は不要となる。新制度を
利用するには，1．被相続人の除籍謄本，戸
籍謄本または全部事項証明書，2．全相続人
の戸籍謄本，または全部事項証明書，3．預
金を払い戻す人の印鑑証明書を必要とする。
　内閣府の調査では，1人暮らしの高齢者数
は2015年に592万人，40年には896万人にま
で増えると予測されている。
　この「おひとりさま」らの終活支援サービ
スを金融機関が始めた（『朝日新聞』2019年
11月12日）。金融機関の退職者（OB，OG）
をメンバーとして，社団法人を設立し，銀行
本体とは違う別組織で業務を行う。その内容
は，老人ホームへの入居，病院への入退院の
手続きを代行する。さらに任意後見人も担う。
顧客は求めるサービスに応じて，委任手数料
を支払う。病院やホームの費用，葬儀費など
は銀行への信託財産から支払われる。

補図　相続預貯金の払戻制度




